
 

 

 

 

「性被害ワンストップセンターひろしま」の 

広報リーフレット等の作成について 
 

１ 要旨・目的 

  性犯罪・性暴力被害の潜在化を防止し，被害者が必要な支援を受けることができるよう，新

たに小学校高学年を対象とする「性被害ワンストップセンターひろしま」の広報リーフレット

等を作成したので，小学校５，６年生全員に配布する。 

 

２ 現状・背景 

○ 性被害ワンストップセンターひろしまの相談窓口については，公共施設や集客施設，大学

等に対し，リーフレットとステッカーを配布するなどの広報を行ってきた。 

○ 令和２年度には，県内の中学生・高校生全員に配布し，令和３年度以降は，新中学１年生

全員に配布している。 

○ 広島県犯罪被害者等支援条例（令和４年３月制定）第 23条に「被害が潜在しやすい犯 

罪被害者等に対する支援」を規定し，啓発活動や相談しやすい環境づくりなどの施策を 

推進することとしている。 

 

３ 概要 

(1) 実施主体 

   広島県 

(2) 実施期間 

  今後，順次配布 

(3) 場所 

  県内全域 

(4) 実施内容 

   県内小学校５，６年生全員にリーフレット及びカードを配布し，性被害ワンストップ

センターひろしまの周知を図る。なお，次年度以降は，新５年生全員に配布する。 

（5） 作成部数 

   70,000枚 

 

     【カード表】                 【カード裏】 
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課 名 環境県民局県民活動課 
担当者 課長 中村 
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